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特例基本手当を受給するためには、みなさまの住所を管轄するハローワークで手続きが必要です。 

本地震による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワークに来所できな

いときは、その他のハローワークで特例基本手当の受給手続を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆すでに就業を再開している方や就職・就労中の方（試用期間を含む）には支給されませんが、その状態

によって支給可能になる場合もありますので、ハローワークにご相談ください。 

◆復職の意思・能力を有するにも関わらず、就労することができず、かつ賃金を受けることができない状

態にある方 

 

④ 特例基本手当を受ける手続き

は 
 

③ 下記の方は、原則として特例基本手当を受給することはできません 

１．休業票―１ 氏名や口座番号などを記入してください。 

ただし、個人番号欄はハローワークに来所してから、窓口でご本人様が記載してください。 

２．休業票―２ 

３．マイナンバーカード 

マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の①個人番号及び②身元（実在）確認書類をお持ちください。 

① 個人番号確認書類（いずれか１種類）通知カード、個人番号の記載のある住民票（住民票記載事項証明書） 

② 身元（実在）確認書類（（１）のうちいずれか１種類。） 

※（１）の書類をお持ちでない方は、（２）のうち異なる２種類（コピー不可） 

（１） 運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した身分証明書・資格証明書（写真付き）など 

（２）公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など 

４．写真２枚（６か月以内の写真、正面上三分身、ﾀﾃ 3.0 ㎝×ﾖｺ 2.4 ㎝。） 

※ 本手続及びこれに続き今後行う支給申請ごとにマイナンバーカードを提示する場合には顔写真を 

省略することが可能です。 

５．本人名義の預金通帳またはキャッシュカード（一部の金融機関を除く） 

 ※ 受給手続に必要な確認書類がない場合、居住地を管轄するハローワークまたは避難先等の最寄りの 

ハローワークにお問い合わせください。 

◆令和 6 年能登半島地震により、激甚災害指定地域（川北町、野々市市除く）内の事業所が休止・廃止

したために、休業して賃金を受けることができない方については、実際に離職していなくとも、雇用保

険の特例基本手当を受給できます。 

休業票の交付を受けたみなさまへ 

② 対象労働者 

 厚生労働省 石川労働局 ハローワーク 

①  災害時における雇用保険の特例措置があります 
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◆ 原則として、休業開始日の前日以前 1年間に 6 か月以上被保険者期間（※1）がある。 
※1 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1 か月ごとに区切っていった期間に賃金支払い 

の基礎となった日数が11 日以上ある月を1 か月と計算します。なお、賃金支払基礎日数が11 日以上の月が6 か月ない 

場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80 時間以上の月を１か月として計算します。 

★ 高年齢被保険者（65歳以上）、短期雇用特例被保険者の方も同様の被保険者期間が必要です。 
 
《複数枚の離職票をお持ちの方は、短期間の離職票であっても全てご提出ください》 

《特例基本手当を受給すると、これまでの被保険者期間は通算されなくなります。》 

 
 

 

１日当たりの金額を「特例基本手当日額」といい

ます。原則として、休業開始日の前日以前の６か

月に毎月決まって支払われた賃金の合計を 180 

で割って算出した金額（「賃金日額」といいます）

のおよそ５～８割で、賃金の低い方ほど高い給付

率となっています。また、特例基本手当日額には、

上限額・下限額が定められています。 

 

 

                                     

※「被保険者期間」には、休業している事業所以前の雇用保険に加入していた期間を通算することができます。なお、通算には一定の条件 

 がありますのでハローワークへお問い合わせください。 

 

 

 

支給の開始 

 

休業開始日から７日間の待期が経過した後 

以下の場合は、休業票を提出した日から待期を起算します。 

  ①やむを得ない理由なく、休業票の交付を受けた日から28日を経過して提出した場合。 

  ②やむを得ない理由であっても、その理由がやんだ日から14日を経過して提出した場合。 

また、病気やけがのため働くことができない日および賃金支払対象となる日は、待期に含まれません。 

 

受給期間 

 

激甚災害指定期日（令和６年１２月３１日）まで 

上記期日までに所定給付日数を限度として支給します。 

所定給付日数が残っていても受給期間を超える部分は支給されません。（お早めにお手続きください。） 

 
 

※ 特例基本手当を受給するには、原則として４週間に 1 回の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。 

 

1年未満 
1年以上 

5年未満 

5年以上 

10年未満 

10年以上 

20年未満 
20年以上 

３０歳未満 

90日 

90日 120日 180日 － 

３０歳以上～３５歳未満 120日 
180日 

210日 240日 

３５歳以上～４５歳未満 150日 240日 270日 

４５歳以上～６０歳未満 180日 240日 270日 330日 

６０歳以上 150日 180日 210日 240日 

⑥ １日当たりの給付額 【特例基本手当日額】 
 

◆ おおよその計算式  
休業開始日の前日以前 

６か月の賃金の合計 ×（50～80％）※  
１８０ 

＝【特例基本手当日額】 
 

※ 60～64歳の方は45～80％ 

※ 高年齢被保険者の方は 30歳未満の区分で計算 

します。 

 

⑦ 特例基本手当の給付日数 【所定給付日数】 

⑧ 支給の開始と期間 【待期】【受給期間】 

⑤ 特例基本手当を受ける資格は 【受給資格】 

給付率 

賃金日額 

休業開始日 

前日の満年齢 

被保険者期間 
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